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２、3面 所得税、市民税・県民税の申告
４面 住民票等のコンビニ交付がスタート
5面 市文学賞受賞者が決定しました
6面 船橋の魅力発信！

7〜11面 情報ひろば
12面 ふぉっとニュース

世帯　 277,579（89増）  
面積　 85.62㎢       

人口　 623,482人（269人増）
　男　 312,376人　
　女　 311,106人

市
の
デ
ー
タ （平成28年1月1日現在）※増減は前月比

 三番瀬海浜公園プール跡地に

展望デッキ
噴水広場

　ふなばし三番瀬海浜公園は昭和57年に潮干狩りや屋外プー
ルなどのレクリエーション施設としてオープンしました。平成
4年には屋内プールも建設し、平成22年のプール利用客は約
12万人にのぼるほどの人気施設でしたが、23年3月の震災の
被害を受け、プールが利用できなくなり、跡地の活用方法が課
題となっていました。
　今回の工事では、屋内プール棟を環境学習館に改修するほか、
屋外プール跡地に三番瀬を一望できる高さ約8メートルの展望
デッキやイベントにも活用できる噴水広場などを整備し、三番
瀬の魅力を体感できる自然体験・環境学習の場へリニューアル
します。
　なおレジャー機能を持ったプールは、運動公園（夏見台6）に
開設することとし、29年7月のオープンに向け現在工事を進
めています。

　「環境学習館」は地上2階建て、延べ床面積約3700平方メートルの建物で、「知る」「考える」「学
ぶ」の3つのゾーンで構成されます。三番瀬の自然や歴史などをテーマにした展示物や体験コー
ナーを設け、三番瀬さらには環境について親子で楽しく学べる施設です。

▲館内の「知る」ゾーンでは、三番瀬の海底に足を踏み入れ、そこから海中や上空の
　さまざまな生物をながめることを疑似体験できるジオラマ（模型）などを展示

※テニスコート・野球場の貸し出しや各種イベントは継続して行っています。
同園のイベントは9面をご覧ください

「知る」
ゾーン

「 考える」
ゾーン

「 学ぶ」
ゾーン

　三番瀬の全体像や多様な生物を知ることができるよう、「ジオ
ラマ」や「デジタル図鑑」を配置します。壁や床に設置されたスク
リーンでは、来館者が貝や流木を組み合わせて作った自分だけの
生物をデジタル画像化し、映像の水族館の中で動きだす様子を楽
しむことができます。また、「キッチンスタジオ」を設け、魚や貝
を使った食に関する体験プログラムを行います。

　生物の進化、水の循環、食物連鎖といった科学的な視点などか
ら三番瀬を考えられるよう、テーマごとに分かりやすく展示を行
います。展示物のくちばしや尻尾などを身につけ三番瀬の生物
になりきり、なぜそのような形になったのかを考えるなど、「体を
動かす」「さわる」といった体験型・参加型の展示となっています。

　三番瀬について詳しく学べるよう、スタッフが指導します。「ワー
クショップ」や「標本観察」など、夏休みの自由研究にも活用できる
ようなプログラムを用意します。また、親子でくつろぎながら環境
を学ぶことができる幼児向けの読書スペース等も設けます。

 3つのゾーンで構成される環境学習館

〈交通〉JR船橋駅南
口、 京 成 船 橋 駅、
JR二俣新町駅から
京成バスシステム

「船橋海浜公園」行
きに乗車し、同バ
ス停で下車

29年7月
オープン

予定「 環境学習館」を新設
（
仮
称
）

⇩
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
野
球
場
等

　東日本大震災の被害によ
り廃止となった「ふなばし三
番瀬海浜公園プール」跡地
が自然体験・環境学習の場
に生まれ変わります。29年
7月のオープンに向けた工
事が始まりました。

問政策企画課☎436-2056

JR京葉線 至南船橋駅

二俣交差点

JR二俣新町駅

国道357号
至東京

至船橋駅

ふなばし三番瀬
海浜公園
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○一般 18歳〜34歳未満の人 ○技能 一定の資格や経験等のある人（18歳以上。資格に応じ53～55歳未満）　試験日4月10
日㈰～14日㈭のいずれか1日　受付期間3月24日㈭まで※資格等の内容など、詳しくは自衛隊船橋出張所☎475-2084へ予備自衛官補（一般・技能）募集

そもそも市民税って
どういう税金?
市民税は、県民税と合
わせて「住民税」と呼ば

れ、1月1日に住んでいた市と
県に1年間納めることになって
います。地域社会で必要な経費
を多くの皆さんに分かち合って
いただくためのものです。

住民税の金額は、
何をもとにして
決まるの?
前年の収入です。つま
り、28年度の住民税は、

27年の1月から12月までの所
得で決まります。退職して収入
が無くなったとしても、前年に
所得があればそれだけ住民税は
かかります。

船橋の市民税は
他の市よりも
高いの?
そんなことはありません。
市や県は、条例によっ

て独自に税率を決めることがで
きますが、実際には市民税が
6%、県民税が4%、合わせて
10%としているところがほと
んどです。
　 た と え ば、26年 度 は 全 国
1719市町村のうち、1715市
町村が市民税の税率を6%とし
ています。少なくとも千葉県内
では、どの市町村に住んでも住
民税の税率は同じです。

妻のパート収入にも
税金はかかる?
年間の給与収入で、住
民税は100万円まで、

所得税は103万円までなら税
金はかかりません。なお、141
万円未満であれば、配偶者控除、
配偶者特別控除のいずれかを受
けることができます。

年収
（給与
収入）

税金が
かかるか

控除が
受けられるか

住民税 所得税 配偶者
控除

配偶者
特別
控除

100万
円以下 × × ○ ×

100万
円超

103万
円以下

○ × ○ ×

103万
円超

141万
円未満

○ ○ × ○

141万
円以上 ○ ○ × ×

　
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
は
、

あ
ら
た
め
て
申
告
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に

は
、
用
紙
を
発
送
し
ま
し
た
。
届
か
な

い
人
で
申
告
が
必
要
な
人
は
、
市
民
税

課
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
が
必
要
な
人

①
28
年
1
月
1
日
現
在
、
市
内
に
居
住

し
、
前
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
人

②
28
年
1
月
1
日
現
在
、
市
外
に
居
住

し
て
い
る
が
、
市
内
に
事
務
所
や
家

屋
敷
を
所
有
し
て
い
る
人

③
給
与
所
得
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人

・
勤
務
先
か
ら
市
に
、
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い

・
給
与
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
で
、
確
定
申
告
の
必
要
が

な
い

④
確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
人
で
、

各
種
保
険
料
や
医
療
費
、
障
害
者

な
ど
の
控
除
を
受
け
る
人

※
収
入
が
な
い
人
で
も
所
得
の
申
告
や

証
明
書
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申

告
を
お
す
す
め
し
ま
す（
国
民
健
康

保
険
料
や
介
護
保
険
料
の
算
出
、
保

育
園
の
入
所
、
公
営
住
宅
の
手
続
き

な
ど
）

●
源
泉
徴
収
票
な
ど
収
入
の
分
か
る
も
の

●
事
業
・
不
動
産
所
得
が
あ
る
人
は
、
決
算
書

ま
た
は
収
支
内
訳
書

●
生
命
保
険
料
支
払
額
等
証
明
書（
一
般
・
個

人
年
金
・
介
護
医
療
保
険
）

●
地
震
保
険
料
控
除
等
証
明
書

●
寄
附
金
の
受
領
証
等
※
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例

で
ふ
る
さ
と
納
税
を
行
っ
た
人
は
、
所
得
税
、

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
方
法
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
市
民
税
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

●
医
療
費
の
領
収
書（
医
療
費
控
除
を
受
け
る

人
の
み
。
な
お
、
医
療
費
の
お
知
ら
せ
は
、

領
収
書
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
）

●
印
鑑
、
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
電
卓

●
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
等
）控
除

証
明
書
※
27
年
中
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
は
、
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

場
合
に
控
除
証
明
書
等
が
必
要
で
す
。
証

明
書
等
の
な
い
人
は
ね
ん
き
ん
定
期
便
・

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
等
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎

0
5
7
0
・

058
・

555（
IP
電
話
等
か
ら
は
☎

03
・
6
7
0
0
・
1
1
4
4
）へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

○
前
年
分
の
申
告
書
等
の
控
え

○
申
告
者
名
義
の
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の

※
○
印
は
所
得
税
の
申
告
・
相
談
を
す
る
と
き

の
み
必
要
で
す

▪
支
払
っ
た
医
療
費
、
社
会
保
険
料
、
国
民
健

康
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
国
民
年
金
保
険

料
な
ど
の
金
額
は
、
事
前
に
集
計
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。

区分 日程 会場 時間

市
民
税
・
県
民
税

2月15日㈪~3月15日㈫
※㈯㈰を除く

市役所11階
大会議室

9:30~12:00
13:00~16:00

（時間帯によって
は混み合っている
場合があります）

2月3日㈬ 北部公民館
2月4日㈭ 新高根公民館
2月5日㈮ 東部公民館
2月9日㈫、10日㈬ 高根台公民館
2月16日㈫ 西部公民館
2月17日㈬、18日㈭ 薬円台公民館

※申告書は、市役所、各出張所、船橋駅前総合窓口センター（フェ
イスビル5階）で配布しています。また、各公民館への来場は
公共交通機関のご利用をお願いします

※提出は郵送でも受け付けています。なお、郵送の場合は添付資
料の返却を行っていません

※習志野台公民館は、現在改装工事中で使用できません

市民税・県民税申告の受付・相談期間、会場

市
民
税
・
県
民
税

所
得
税
、市
民
税・県
民
税
の

申
告
に
必
要
な
も
の

確定申告書等は自宅のパソコンで作成できます!
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用くだ
さい。画面の案内に従って金額等を入力することで、税額などが自
動計算され、申告書等を簡単に作成することができます。
●所得税（復興特別所得税）申告書、贈与税申告書、個人事業者の

消費税・地方消費税申告書、青色申告決算書・収支内訳書の作成
ができます。

●税額が自動計算されますので大変便利です。
●作成した申告書は、印刷して書面で提出ができます（確定申告書

の提出は郵送でも受け付けています。また、税務署には「提出箱」
を設置しています）。

●電子証明書・ICカードリーダをお持ちの人は、e-Tax（国税電子
申告・納税システム）を利用してデータで送信できます。詳しく
はe-Taxホームページをご覧ください。

財産債務調書および
国外財産調書を提出してください
問 船橋税務署☎422-6511

　所得税等の確定申告書を提出しなければならな
い人で、27年分の総所得金額および山林所得金額
の合計額が2000万円を超え、かつ、27年12月
31日において、その価額の合計額が3億円以上の
財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外
転出特例対象財産を有する人は、3月15日㈫まで
に「財産債務調書」の提出をお願いします。
　また、27年12月31日において、価額の合計額が、
5000万円を超える国外財産を有する人は、3月
15日㈫までに「国外財産調書」の提出をお願いし
ます。

市民税課☎436-2212
（〒273-8501　湊町2-10-25）市民税・県民税の申告

問い合わせ
なるほど!

市民税Q&A

Q.

Q.

Q.

Q.

A.

A.

A.

A.

株
式
等
の
配
当
所
得
・
譲
渡
益
に
つ
い
て

　
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、還
付
等
を
受
け
る
た

め
に
申
告
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、申
告
さ
れ
た
配

当
所
得
等
は
、国
民
健
康
保
険

料・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料・

介
護
保
険
料
等
を
算
定
す
る
所

得
に
含
ま
れ
る
た
め
、保
険
料

が
増
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
課
☎

436
•
2
3
9
5

介
護
保
険
課
☎

436
•
2
3
0
3

問

源
泉
徴
収
有
り
の
特
定
口
座
を
お
持
ち
の
人
へ

収
入
が
な
か
っ
た
人
も

市
民
税・県
民
税
の
申
告
を

忘
れ
ず
に

　
保
険
料
は
、前
年
の
所
得
に

基
づ
い
て
算
出
し
ま
す
。ま
た
、

70
歳
以
上
の
人
の
、医
療
機
関

に
お
け
る
医
療
費
の
一
部
負
担

割
合
な
ど
も
、前
年
の
所
得
に

応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

　
申
告
が
な
い
と
保
険
料
を
正

し
く
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

一
部
負
担
割
合
も
判
定
で
き
ま

せ
ん
。
収
入
が
な
か
っ
た
人
、

遺
族
・
障
害
年
金
の
み
を
受
給

し
て
い
る
人
も
、
市
民
税
・
県

民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

27
年
分「
納
付
確
認
書
」を

希
望
者
に
郵
送
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
確

定
申
告
等
を
行
う
際
、
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
保
険
料
の
支
払
済
み

額
を
確
認
す
る
際
の
参
考
と

し
て
、
27
年
中
の
支
払
保
険

料
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
納

付
確
認
書
を
発
行
し
て
い
ま

す
。
申
告
の
際
に
納
付
確
認

書
の
添
付
は
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
必
要
な
場

合
は
郵
送
し
ま
す
の
で
、
国

民
健
康
保
険
課
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
な
お
、
同
課
ま

た
は
船
橋
駅
前
総
合
窓
口
セ

ン
タ
ー
の
同
課
窓
口
で
も
発

行
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▪
納
付
確
認
書
は
証
明
書
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
の
人
へ

問
国
民
健
康
保
険
課
☎

436
•
2
3
9
5
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対 23年3月11日に船橋市内の一戸建て住宅に居住し、液状化等によって住宅に半壊または一部損
壊の被害を受け、解体、地盤復旧、基礎修復、補修（半壊のみ）を行う世帯 問住宅政策課☎436-2712

東日本大震災の被災者支援制度支援金等の申請は
3月10日㈭まで（工事が完了し、支払い確認ができたもの）

　市では、保育士の配置基準や保育室の面積等、一定
の基準を満たした認可外保育施設を「認証保育所」とし
て認証しています。1月から新たに下記の4園が認証
保育所となりました。

名称 事業類型
（※1） 定員 所在地 電話番号 対象年齢

キッズサポート
かむ A型 21人 宮本2 425-4300 0～3歳児

（※2）
グリーンベア
ベイサイド船橋駅前校 A型 32人 本町6 411-3663 1歳～

就学前

りんごのき保育園 A型 29人 東船橋1 411-8054 0歳～
就学前

ぶれあ保育園・
習志野台 B型 24人 習志野台4 463-0053 0歳～

就学前
（※1）配置上必要となる保育士について、●A型…全員が資格を有してい
る施設 ●B型…2分の1以上が資格を有している施設

（※2）４月１日現在の年齢
▪入所申し込みや現在の空き状況、保育料などについては、直接施設にお
問い合わせください。既存の認証保育所については、市ホームページをご
覧ください。

良好な生活環境を守るために
「船橋市土砂条例」の一部を改正します

　問 廃棄物指導課☎436-3814
　「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関
する条例」（船橋市土砂条例）は、市民の皆さんの良好な生活環境を守るた
め、土壌の汚染や災害の発生を未然に防止するために必要な事項を定めて
います。施行から12年が経過し、現在の条例で対応できない事例も発生
していることから、4月1日より同条例の一部を改正します。
主な改正内容

1 許可対象範囲の拡大 搬入土量が500立方メートル以上の事
業を許可対象に追加

2 事業者責任の強化 土砂の安全性等について、事業者責任
を強化

3 土地所有者責任の強化 事業状況の確認等について、土地所有
者責任を強化

4 許可基準の追加
「暴力団員等を含む不適切な事業者の
排除」「事業長期化の防止等の許可基
準」を追加

5 変更可能な範囲を追加
許可期間や区域の変更可能範囲を、「最
長1年までの延長」「最大2倍までの面積
拡大」と規定

6 廃止等に関する規定の変更 廃止・休止に関して事前の届出を規定
7 譲受け許可の規定の変更 事業を譲り受ける場合の許可制度を

規定

8 許可取消要件の追加
「事業が1年以上未着手の場合」「事業者
（役員等を含む）が欠格要件に該当した
場合」を追加

9 県警本部への意見聴取 県警への欠格要件の該当性確認を規定
10 その他の事項 手数料の改定、違反事項の公表、罰則の

改定など
▪詳細については市ホームページをご覧ください。

4月1日〜

認証保育所が新たに
４園加わりました

▼
就
労
の
た
め
の
相
談

　
就
労
専
門
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
個

別
面
接
で
現
状
や
課
題
を
把
握
し
、

「
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
し

ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
あ
わ

せ
て
、
就
職
・
転
職
活
動
を
継
続
的

に
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

〈
対
象
〉児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
、

市
内
在
住
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た

は
父
（
生
活
保
護
受
給
者
を
除
く
）

▼
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　
就
職
や
転
職
に
必
要
な
技
能
を
身

に
つ
け
た
い
人
の
た
め
に
、
資
格
取

得
講
座
や
通
信
教
育
な
ど
の
受
講
料

の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

〈
対
象
〉
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

人
〇
市
内
在
住
の
ひ
と
り
親
家
庭
の

母
ま
た
は
父 

〇
児
童
扶
養
手
当
を
受

け
て
い
る
か
同
程
度
の
所
得
水
準 

〇

受
講
開
始
日
現
在
、
雇
用
保
険
制
度

の
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
が

無
い

〈
支
給
額
〉
受
講
料
の
20
パ
ー
セ
ン
ト

（
上
限
10
万
円
）

▼
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護

福
祉
士
、保
育
士
、理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
等
の
資
格
を
取
得

す
る
た
め
に
、
2
年
以
上
の
養

成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
に
訓

練
促
進
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

〈
対
象
〉
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
人
〇
市
内
在
住
の
ひ
と
り

親
家
庭
の
母
ま
た
は
父 

〇
児

童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
か
同
程

度
の
所
得
水
準 

〇
対
象
資
格
の
取
得

が
見
込
ま
れ
る 

〇
仕
事
ま
た
は
育
児

と
修
業
の
両
立
が
困
難

〈
支
給
額
〉
上
限
10
万
円
（
月
額
。
課

税
状
況
に
よ
り
決
定
）

〈
支
給
期
間
〉
修
業
期
間
の
う
ち
上
限

2
年
間

▼
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣

　

　
疾
病
等
の
理
由
で
一
時
的
に
日
常

生
活
に
支
障
の
あ
る
母
子
・
父
子
・
寡

婦
家
庭
に
、
身
の
回
り
の
世
話
を
行

う
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
し
ま
す
。

〈
派
遣
内
容
〉
食
事
、
洗
濯
、
掃
除
、

買
い
物
ほ
か

〈
派
遣
時
間
〉
1
回
4
時
間
以
内
、
1

事
由
に
つ
き
合
計
18
時
間
以
内

〈
自
己
負
担
額
〉
上
限
9
5
0
円
（
1

時
間
あ
た
り
。課
税
状
況
に
よ
り
決
定
）

▼
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父
、

寡
婦
の
技
能
習
得
資
金
や
事
業
開
始

資
金
、
扶
養
児
童
の
就
学
支
度
資
金
・

修
学
資
金
な
ど
を
、
無
利
子
ま
た
は

年
1.5
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
率
で
貸
し
付

け
し
ま
す
。

〈
貸
付
金
額
〉
〇
就
学
支
度
資
金

58
万
円
以
内 

〇
修
学
資
金 

月
額

5
万
4
0
0
0
円
以
内
（
児
童
の
私

立
大
学
の
学
費
の
例
）

ひ
と
り
親
家
庭
の
就
労
や

生
活
を
応
援
し
ま
す

　
市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
皆
さ
ん
の
就
労
や
生
活
を
応
援
す
る
た
め
、

個
別
で
の
相
談
や
資
格
取
得
の
た
め
の
給
付
金
の
支
給
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

の
派
遣
等
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
児
童
家
庭
課
☎

436
・
2
3
2
0

　問 保育認定課☎436-2328

▪
い
ず
れ
も
事
前
相
談
が
必
要
と
な
る

た
め
、
あ
ら
か
じ
め
児
童
家
庭
課
☎

436
・
2
3
2
0
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
で

取
得
で
き
ま
す

　
こ
れ
ま
で
住
民
票
の
写

し
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸

籍
全
部（
個
人
）事
項
証
明

書
は
、
市
役
所
本
庁
舎
や

出
張
所
等
で
の
み
取
得
で

き
ま
し
た
が
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
全
国
4
万
7
0
0
0
店

舗（
市
内
約

170
店
舗
）の
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

も
取
得
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
利

便
性
が
向
上
す
る
ほ
か
、

市
の
窓
口
業
務
の
効
率
化

や
コ
ス
ト
削
減
が
図
ら
れ

ま
す
。各

証
明
書
の

取
得
方
法
は

　
各
証
明
書
は
、
各
店
舗

に
設
置
さ
れ
て
い
る
マ
ル

チ
コ
ピ
ー
機
の
操
作
パ
ネ

ル
の
指
示
に
従
い
な
が
ら
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
か
ざ

し
暗
証
番
号
を
入
力
す
る

こ
と
で
取
得
で
き
ま
す
。

〈
取
得
で
き
る
証
明
書
・

  

手
数
料
〉

〇
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑

登
録
証
明
書
⇨

300
円 

〇
戸
籍
全
部（
個
人
）事
項

証
明
書（
本
籍
地
が
船
橋

市
の
人
の
み
可
）⇨

450
円

▪
市
役
所
等
で
発
行
す
る

場
合
と
同
額
で
す
。

〈
利
用
時
間
〉

毎
日
午
前
6
時
30
分~

午

後
11
時

▪
戸
籍
全
部（
個
人
）事
項

証
明
書
の
み
㈪~
㈮
午
前

9
時~

午
後
5
時
※
㈷
㉁

除
く

〈
利
用
可
能
店
舗
〉

〇
全
店
舗
⇨
セ
ブ
ン-

イ
レ

ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
サ
ー

ク
ル
K
サ
ン
ク
ス
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、セ
イ
コ
ー

マ
ー
ト

〇
一
部
店
舗
⇨
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ス
ト
ア
、
イ
オ
ン

モ
ー
ル
、
セ
ー
ブ
オ
ン

個
人
番
号
カ
ー
ド
を

取
得
す
る
に
は

　
11
月~

12
月
ま
で
に
郵

送
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

通
知
書
類
に
同
封
し
た
申

請
書
に
顔
写
真
を
貼
付
し
、

必
要
事
項
を
記
入
し
て
返

信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
同
封
の

申
請
書
を
持
っ
て
、
市
役

所
1
階
等
に
設
置
さ
れ
た

証
明
写
真
機（
有
料
）で
そ

の
場
で
申
請
が
で
き
る
ほ

か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等

で
顔
写
真
を
撮
影
し
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
請

も
で
き
ま
す
。

市
で
は
、
1
月
か
ら
交
付
が
始
ま
っ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」（「
通
知

カ
ー
ド
」と
異
な
り
、
取
得
に
は
申
請
が
必
要
）を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
手
軽
に
住
民
票
の
写
し
等
を
取
得
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
し
た
。

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」を
使
っ
た

住
民
票
等
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
ス
タ
ー
ト

マイナンバー制度で
行政サービスが
より便利に

問
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
0
5
7
0
・
05
・
2
7
8
4

▲個人番号カード





　各分野で活躍するさまざまな人 · 団体と、良質な産品、歴史や文化、イベントなど、
　活気あふれる船橋の魅力をご紹介します船橋の魅力発信!

平成28年（2016年）2月1日　No.1382

3月6日に、国土地理院が「平成26年全国都道府県市区町村別面積調」の結果を発表しました。計測
方法の見直しにより市の面積は85.64㎢から85.62㎢となりました。問自治振興課☎436-2023

6

パール技研
　市内には世界で通用する技術力を持った会社がい
くつもあります。今回は、旭町に本社を構える金属
加工業の株式会社パール技研を紹介します。

水深 8000 メートルの深海で
3D 映像の魚類の撮影に成功

　リーマンショックの影響
で不景気のどん底だった21
年11月頃、先代が偶然、新聞
で江戸っ子1号プロジェクト
の立ち上げを知ったのが参
加のきっかけでした。下町
出身の先代が同プロジェク

トの委員長に「俺も江戸っ子だ。技術には自信が
ある。参加させてほしい」と連絡をとり、話がま
とまりました。すると、「息子を行かせるからよ
ろしく」と本人は1回も参加せず、私が参加するこ
とになりました。当時は不景気で仕事が無く暇
でしたから、時間はたくさんありましたね。
　担当した錘

おもり

の切り離し装置は得意分野でした
が、「一番若いから」と任せられたカメラの制御装
置は、まったくの専門外で失敗を何度も繰り返し
ました。大手企業のエンジニアや大学の協力も
あり、技術面でサポートしてくれた結果、不具合
を全て解消でき、精度の高いものを仕上げること

ができました。本番では「絶対大丈夫」という自
信がありましたね。
　企画段階から関わる経験をしたことで、メー
カーからの受注に依存していた「下請け体質」か
ら脱却し、自分たちで営業する、提案型・相談型の
仕事ができるようになりました。また、このプロ
ジェクトが多くのメディアに取り上げられたこ
とで、従業員の家族が会社の活動を知り「良い会
社に勤めてたんだね」と言われたという話を聞い

たときは、うれしかったですね。あらためて、社
員が自分の仕事に誇りを持つきっかけにもなり
ました。
　「コマ大戦」でも好成績を収めることができ、会
社をさらに PRすることができました。また、大
会の参加企業から受注を受けるなど、ここでも横
のつながりが広がりました。さまざまな経験を
重ねることで、若手にものづくりの楽しさを知っ
てほしいと考えています。
　今後は市内の異業種と連携して、地元ふなばし
を元気にするような新たな取り組みにもチャレ
ンジしてみたいです。子どもたちに夢を届ける
ような、楽しくやりがいのある仕事を求めていき
たいですね。

　昭和31年に創業し60年の歴史を持つ「パール技研」は、主に自動車や
バイクなどの金属部品の切削、研磨を行っています。長年にわたり世界最
高峰レースで使用されるエンジンの部品等を製造するなど、高い品質水準
を維持してきました。さまざまなニーズに応えるため、最新機械の導入を
積極的に行う一方で、細かい部分は職人が手作業で仕上げ、最新技術と匠
の技の融合により生み出された製品は高い評価を受けています。

　同社はモットーとして「和」を掲げてい
ます。これは、付加価値の高い「Made in 
Japan」のものづくりへのこだわりのほ
か、従業員同士のチームワークも意味し
ています。20代～70代後半まで幅広い
年齢層の従業員33人が自由な意見交換を
行い、お互いを高め合う社風を大切にし
ています。

　「全日本製造業コマ大戦」とは、国内中
小企業が製作した直径20ミリメートルの
コマを土俵上でぶつかり合わせ、ものづく
りの技術力を競い合うものです。同社は昨
年7月に行われた「第2回県別対抗団体戦」
に県内4社とチームを組んで出場し全国3
位に、また11月に行われた「ひがしん場所」
では見事優勝を果たしました。

　25年11月、中小企業5社等が共同で開発した海洋探査
機「江戸っ子1号」が、水深8000メートルで世界初の3Dハ
イビジョンビデオカメラによる魚類の撮影に成功しました。
同プロジェクトは、都内と県内の中小企業5社と、金融機関、
大学、海洋研究開発機構（JAMSTEC）が連携して無人海洋
探査機を開発し、市販化を目指すものです。
　深海は金属の腐食が激しいほか、わずか指先ほどの面積
に約800キログラムの圧力がかかる等、金属機器の動作に
は過酷な環境となって
います。パール技研は
撮影球のカメラシステ
ムの開発や探査機を浮
上させるための錘

おもり

切り
離し装置の製作を担当
しました。
　26年7月には同プ
ロジェクトメンバーが
海洋立国推進功労者表
彰で内閣総理大臣賞を
受賞するなど、全国か
ら大きな注目を集めて
います。

▲最後は職人が1つ1つ手作業で仕上げて完成▲機械の性能を最大限に活
い

かし、精度を高めます

海底で深海魚を撮影する
「江戸っ子1号」（イメージ）
ⓒJAMSTEC／江戸っ子1号

▲25年11月、深海で3Dハイビジョンビデオ撮影に成功した
江戸っ子1号プロジェクトメンバー（前列右から4番目が
小嶋さん）

ニーズに合わせ高精度に仕上げる金属切削技術

全国の製造業が技術力を競い合う「コマ大戦」で大健闘

モットーは「和」

町工場5社等が共同の
“「江戸っ子1号」プロジェクト”に参加

「 江戸っ子 1 号 」プロジェクトへの参加で広がった
「 仕事の幅 」と「 横のつながり」

株式会社パール技研
所在地 旭町2-8-31　電話 438-6648
従業員 33人（27年4月現在）
ホームページ http://www.pearl-giken.co.jp/

世界初！

株式会社 パール技研　代表取締役　小嶋　大介 さん

約20m

撮影球

0.9m

1.65m

錘切り離し
装置

ⓒ全日本製造業コマ大戦協会

ⓒJAMSTEC／
江戸っ子1号

ⓒJAMSTEC／江戸っ子1号

錘

トランスポンダ球
（海上からの音波
信号を受信し、錘
を切り離す電気信
号に変換）

通信球

照明球
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敬老記念品購入券の利用は
2月29日㈪まで

　27年中に77･88･99
歳、100歳以上の年齢
を迎えた人に贈呈した
記念品購入券は、2月
29日㈪を過ぎると利
用できなくなります。お早めにご利用く
ださい。
問高齢者福祉課☎436-2370

ご存じですか？「シルバーカード」
　市内在住の65歳以上の人に、万一に
備え緊急連絡先、かかりつけ医などを記
入して携帯するカードを発行していま
すので、ご利用ください。なお、公的証明
書には利用できません。
申請方法申込書に82円切手を貼った返
信用封筒を添えて、高齢者福祉課、船橋
駅前総合窓口センター、各出張所・連絡
所へ※申込書は上記で配布するほか、市
ホームページからも取り出せます　問
同課☎436-2349

確定申告でおむつ代の
医療費控除を受ける人へ

　領収書のほかに医師が発行した「お

お 知 ら せ

起業家および起業希望者
交流会

日2月20日㈯午後4時～6時　会船橋商
工会議所　内ビジネスプランの紹介、
ディスカッションを交えた交流会　対
船橋商工会議所の創業塾に興味のある
人　定 先着100人　申2月17日㈬まで
に商工振興課☎436-2474へ

市地域公共交通活性化協議会の
会議を公開

日2月18日㈭午後3時～　会市役所9階
第1会議室　内 28年度の予算（案）ほか　
定当日先着15人※2時30分より傍聴証
を交付　問交通政策室☎436-2055

小規模施設修繕業務の登録を
受け付けます

　市の発注する小規模施設修繕業務の
登録申請を受け付けます。
有効期間4月1日～30年3月31日　対〇
法人⇨市内に主たる事務所を有してい
る方 〇個人事業主⇨市内に住所・事業
所を有している方※すでに入札参加資

船橋駅前総合窓口センター
（フェイスビル5階）  ☎423-3411
▪2月の休業日　6日㈯、7日㈰、20日㈯、21
日㈰※自動交付機は休業日も次の時間利用
できます⇨㈯午前9時～午後5時、㈰午前9
時～正午
▪業務時間 ◦㈪～㈮⇨午前9時～午後8時
◦休業日以外の㈯㈰㈷⇨午前9時～午後5時

在宅医療・介護 ㈪～㈮午前9時～午後5時 保健福祉センター☎409-1736※電話相談可

交通事故 18日㈭午前10時～正午、午後1
時～2時20分

市民の声を聞く課
☎436-2787※要予約

身体障害者
5日㈮午前10時～午後3時 身体障害者福祉センター／障害福祉課

☎436-2345 FAX 433-5566※電話相談可

19日㈮午後1時～6時 フェイス5階相談室／身体障害者相談員・内山
☎047-769-0192※3日前までに要予約。電話相談可

知的障害者 26日㈮午前10時30分～午後4時 フェイス5階相談室／知的障害者相談員・藤沢
☎466-1614※3日前までに要予約。電話相談可

視覚障害者
12日㈮午前10時～午後4時 フェイス5階相談室／視覚障害者協会・山本

☎465-4950※3日前までに要予約
午前10時～午後4時
※日にちは要相談

身体障害者福祉センター／社会福祉法人・愛光
☎043-424-2582※要予約。訪問も可

障害者の自立 10日㈬午前10時～午後5時 フェイス5階相談室／船橋障害者自立生活センター
☎432-4554※前日までに要予約。電話相談可

障害年金 26日㈮午後1時30分～5時 フェイス5階相談室／NPO法人みんなでサポートちば
☎043-301-2311※予約も可

オストメイト 24日㈬午前10時～午後4時 フェイス5階相談室／公益社団法人 日本オストミー協
会千葉県支部☎043-309-7571※前日までに要予約

精神科医師に
よる相談

2日㈫、10日㈬、18日㈭、26日
㈮、3月1日㈫各午後1時30分～
4時

保健福祉センター／保健所保健予防課
☎409-2859※要予約

医療安全
（患者の声）

㈪～㈮午前9時～正午、午後1時
～4時

保健所総務課
☎409-1640※原則、電話相談。面談は要予約

マンション管理 7日㈰午後1時～4時 フェイス5階相談室／住宅政策課☎436-2712※要予約

建築住宅 10日㈬午後5時～7時、13日㈯、
27日㈯、28日㈰各午後1時～4時

フェイス5階相談室／住宅政策課
☎436-2712

増改築 ①9日 ②23日各㈫
午前10時～午後3時

①市役所11階114会議室 ②フェイス5階相談室／
船橋増改築相談員協議会☎466-3831

男性の生き方 ㈪午後7時～9時 相談専用☎423-0199※電話相談のみ／男女共同参
画センター☎423-0757

女性の生き方
（カウンセリング）

㈮午前10時～午後4時、17日㈬
午後4時30分～9時

男女共同参画センター
☎423-0757※要予約。電話相談可

女性のための
法律

①4日㈭午前9時30分～午後2
時30分、24日㈬午後1時～5時 
②15日㈪午後4時～8時

①男女共同参画センター 
②フェイス5階相談室／同センター
☎423-0757※いずれも要予約

女性相談 ㈪～㈯午前9時～午後5時 市役所別館2階女性相談室（児童家庭課）
☎431-8745※要予約。電話相談可

家庭教育相談
（子どものための）

①10日㈬ ②23日㈫各午前10
時～正午、午後1時～3時

①フェイス5階相談室 ②東部公民館／社会教育課
☎436-2895※要予約。電話相談可

外国人 ㈪㈮午前10時～午後4時 市役所11階114会議室／国際交流室
☎436-2083※電話相談☎436-2953

相 談 名 日　時 会　場／問 合 せ

税金
9日㈫、18日㈭各午前10時～正
午、午後1時30分～3時30分

船橋商工会議所／税理士会船橋支部
☎437-8686※要予約

㈬午前10時～正午、午後1時～3
時

市役所2階税務相談室／税理士会船橋支部
☎437-8686

行政への
要望・苦情 4日、18日各㈭午後1時～4時 フェイス5階相談室／市民の声を聞く課

☎436-2787

生活
（離婚・相続等）

①㈪～㈮午前9時30分～正午、
午後1時～3時 
②13日㈯午前9時～正午

①市民の声を聞く課※先着順 
②フェイス5階相談室※要予約／
同課☎436-2787

人権・悩みごと
①18日、25日各㈭午後1時～4
時 ②㈪～㈮午前8時30分～午
後5時15分

①フェイス5階相談室 
②千葉地方法務局船橋支局／同局☎431-3681

行政書士
(許認可・相続等)

①4日㈭ ②10日㈬
各午後1時～4時

①フェイス5階相談室 ②市役所11階114会議室／行
政書士会葛南支部☎468-3320

法律（弁護士）
①㈪㈫㈬㈮午前9時30分～正午、
午後1時～2時50分 ②㈭午後4時
30分～7時40分 ③3月5日㈯午
前9時～午後0時10分

①市民の声を聞く課 ②③フェイス5階相談室／同課
☎436-2787※いずれも要予約。詳しくはお問い合
わせください。訴訟中、調停中、弁護士に依頼してい
る案件は不可

60歳 以 上 の 法 律
（相続・成年後見等）23日㈫午後1時30分～4時15分 高齢者等権利擁護センター（市福祉ビル3階）

☎431-7560※要予約。先着3人
就職

（子育て中の人）㈪～㈮午前9時～午後5時30分 フェイス5階相談室／ハローワーク船橋マザーズ
コーナー☎423-3097※予約も可

ニート・ひきこ
もり等の悩み
全般

①㈫～㈯午前9時～午後5時 
②7日、21日各㈰午前10時～午
後5時

①ふなばし地域若者サポートステーション ②フェイス
5階相談室／同サポートステーション☎①437-5338 
②090-9963-8717※要予約（保護者も可）

中小企業の経営 ①16日㈫ ②18日㈭
各午後1時～4時

①市役所4階／商工振興課☎436-2475 ②船橋商工
会議所／同会議所☎435-8211 ※いずれも要予約

特許・実用新
案・意匠登録

4日、18日各㈭
午前10時～午後3時

船橋商工会議所
☎435-8211※要予約

社会保険労務
士（労働相談）12日、26日各㈮午後6時～8時 フェイス5階相談室／商工振興課

☎436-2477※要予約

ひとり親家庭
の生活・就労

①㈪～㈮午前9時～午後5時 
②㈬午前9時～午後4時 
③13日㈯午後1時～5時、24日
㈬午後5時30分～8時

①児童家庭課 ②母子・父子福祉センター ③フェイス
5階相談室※前日までに要予約／同課
☎436-2320

消費生活 ㈪～㈮、13日、27日各㈯
午前9時～午後4時 フェイス5階消費生活センター

☎423-3006※消費生活は電話相談可。
多重債務は要予約多重債務 13日、27日各㈯

午前10時～午後4時

暮らしの家計 9日㈫午後0時30分～4時30分 フェイス5階相談室／消費生活センター
☎423-2852※要予約

不動産取引・
測量・登記

2日、16日、3月1日各㈫
午後1時～4時

フェイス5階相談室／消費生活センター
☎423-2852

中高層建築紛争 ㈬～㈮午後1時～4時 宅地課☎436-2694※要予約

相 談 名 日　時 会　場／問 合 せ

2
月
の
無
料
相
談
窓
口 

※
記
述
の
な
い
も
の
は
、
㈷
休
・
予
約
不
要
・
電
話
相
談
不
可

むつ使用証明書」が必要です。ただし、
おむつ代の医療費控除の申告が、継続
して2年目以降の人で、介護保険の認定
申請をしていて、一定の条件に該当す
る場合には、証明書の代わりとなるも
のを発行しています。事前にお問い合
わせください。
問介護保険課☎436-2302

若者と企業の交流イベント
　正社員としての就職を目指す若者と、
若者を採用したいと考える企業との交
流イベントを開催します。
日 内 定 下表　 会 ジョブカフェちば

（フェイスビル9階）ほか　対15～39歳
で求職中の人（高校生不可）　申ジョブ
カフェちば☎426-8471へ

日　時 内容 定員（先着）
2/12㈮
14：30～17：30

交流イベント
（1社） 10人

23㈫
12：50～17：00

交流イベント
（4社） 16人

24㈬
10：00～17：30 職場見学（1社）、

セミナー 16人25㈭
10：00～12：30
25㈭
14：30～17：30

交流イベント
（各1社） 各10人3/10㈭

14：30～17：30
17㈭
14：30～17：30
※交流イベントの詳しい会場や内容について
は、お問い合わせください

合同就職フェア（若年者対象）
日 2月17日㈬午後1時～5時　会 市民
文化創造館（きらら）　対 15～39歳の
求職中の人　定 先着50人　申 ふなば
し地域若者サポートステーション☎
437-6003へ

格審査申請で、工事業者として登録して
いる方は申請できません　関係書類配
布期間2月12日㈮まで　申請受付期間2
月12日㈮までの各午後1時15分～4時
45分※詳しくは市ホームページをご覧
ください　問契約課☎436-2177

都市計画審議会を公開
日 2月10日㈬午後2時～　会 勤労市民
センター　議題建築基準法第51条た
だし書の規定による処理施設（産業廃
棄物処理施設）の敷地の位置について　
定 当日先着6人※当日の午後1時30分
～1時50分に会場前で受け付け。定員を
超えている場合は抽選　問都市総務課
☎436-2523

四市複合事務組合議会の定例会
　四市複合事務組合は、船橋・習志野・
八千代・鎌ケ谷の４市で構成する特別
地方公共団体です。傍聴を希望する人
はお問い合わせください。
日2月16日㈫午後3時30分～　会船橋市
役所9階第1会議室　内28年度予算の審
議ほか　問同組合事務局☎436-2772

〇ヘリコプター離発着⇨15日㈪～17日㈬各午前7時～午後8時 〇落下傘降下⇨15日㈪～19日㈮、21日㈰～26日㈮各午前7時
～午後9時 ○火薬⇨1日㈪～29日㈪各午前7時～午後9時　　　　　　　　    　   問第1空挺団広報班☎466-2141（内線206）

陸上自衛隊習志野演習場
2月の訓練予定（変更の場合あり）

第 1 回市議会定例会
問議会事務局☎436-3022 FAX 436-3013

　第1回市議会定例会は、2月19日㈮から開かれる予定です。会期や審議日程な
どは、2月16日㈫の議会運営委員会で決定されます。

〈請願・陳情〉2月18日㈭午後5時までに受理されたものが審議されます。
〈傍聴〉本会議は、所定の手続きを行い傍聴できます。委員会は、委員長の許可を
得て、傍聴できます。※受付時間等、詳しくは議会事務局にお問い合わせください

〈託児ルーム･手話通訳の利用〉傍聴の際、1歳から就学前までの児童は、託児
ルームを利用できます。また、聴覚に障害のある人には手話通訳者を配置します
(いずれも、利用日の7日前までに要予約)。
▪市議会ホームページ（http://www.city.funabashi.chiba.jp/assembly/
index.html）で、本会議および委員会の生中継・録画放送するほか、審議日程な
どをお知らせしています。



平成28年（2016年）2月1日　No.1382 12

　　　市では、船橋市をホームタウンとするプロバスケットボールチー
ム「千葉ジェッツ」を市民の皆さんとともに応援します。

石井講祐選手とチアリーダーのAyumiさんが
母校・船橋中学校で夢を持つ大切さを講演!

　12 月 22 日に、石井講祐
選手と千葉ジェッツチアリー
ダー・スタージェッツの Ayumi
さんが母校である船橋中学
校をサプライズ訪問しました。
2 人は将来の目標や夢を持つ
大切さ、それに向けて努力す
ることのすばらしさを講演。
　プロ選手として活躍する
石井選手は「チャンスは目の
前に現れたときにしか手に
入れることができないので、
逃さないように備えることが大切です」と語りました。Ayumiさんは大学
卒業後会社員として働いていましたが、小さい頃から続けていたダンス
を諦められず、昨年7月にスタージェッツに仲間入りしました。「夢や目
標は自分を成長させてくれます。弱い自分に負けずに努力し続け、夢を
実現してください」と生徒たちにエールを贈りました。講演を聞いた川畑
礼
あや

音
ね

さん（2年）は、「自分も一生懸命になれることを見つけて、将来に向
けて頑張りたいです」と話してくれました。

皆で応援しよう！
船橋アリーナでの試合日程（2月）

○20日㈯午後4時~、21日㈰午後3時~　対熊本ヴォルターズ／1階自
由席大人3000円、高校生以下1500円 2階自由席大人2000円、高校
生以下700円（全て税込み、前売り料金）
▶両試合をケーブルテレビ（地デジ11ch/J:COMチャンネル船橋・
　習志野）で生中継　
　20日㈯午後3時45分～、21日㈰午後2時45分～／解説 佐藤博紀氏（千
葉ジェッツアンバサダー）
▶JETS婚 in 船橋アリーナ
　熱気あふれるジェッツの試合を観戦しながら婚活パーティーに参加し
ませんか。
2月20日㈯午後2時～6時／25～45歳の独身男女／各200人（多数は
抽選）／4000円（チケット代、飲食代など）／2月12日㈮までにファッ
クスまたはEメールで、氏名（ふりがな）、住所、性別、生年月日、年齢、
電話番号、Eメールアドレス、職業を書いて、千葉ジェッツ事務局（ FAX
401-4185 Eメール jetsinfo@chibajets.jp）へ

〈問合せ〉千葉ジェッツ☎401‐4084

船橋をバスケで元気に!
GO!ジェッツ

▲同校管弦楽部の演奏に合わせて登場した石井選
手（中央）とAyumiさん（右）

写真がとらえたホットな話題
フォト

　1月5日早朝に市地方卸売市場
で初競りが行われました。松戸
徹船橋市長は「昨年の市場の取
扱金額は前年を上回ることが
できました。今後も62万市民
の台所を支えるため、市場関
係者の皆さんと一体となって、
市場の活性化に取り組んでい
きます」とあいさつしました。
　あいさつに続いて取り引き
が開始され、水産の卸売場では
競り人の威勢の良い掛け声に
より、メカジキ、マグロへ次々
と価格が付いていき、青果の競
りでは、地域の農家が出荷し
た野菜が競り落とされました。
競り落とされた品物は、市場
から小売店、そして皆さんの
食卓へと届けられます。
▪市場のイベント情報は5面で
紹介しています。

　1月9日、船橋アリー
ナで出初式が行われまし
た。出初式は、今年一年
災害が発生しないように
願って消防関係者が行っ
ているもので、消防職員・
団員約950人が参加しま
した。
　式典では、消防功労者
への表彰に続き、「はしご
乗り」、消防局音楽隊と
市立船橋高校ダンス部の
共演、「 幼年消防クラブ
鼓笛隊」などの演技・演
奏が披露され、来場者約
1800人を魅了しました。

新春恒例！
船橋市場の初競り

今年一年の無災害を願って  消防出初式

▲1匹約50キログラムのマグロがズラリ

▲たきのい幼稚園の園児による「幼年消防クラブ鼓笛隊」

▲多くの事業者が参加して、カブやネギ、ホウ
レンソウなどの競りが行われました

◀
式
の
締
め
く
く
り
に
行
わ
れ
た「
一

斉
放
水
」。
今
年
一
年
で
、最
初
で
最

後
の
放
水
と
な
る
こ
と
を
祈
願
し
て

行
わ
れ
ま
し
た

問農水産課☎436-2494
　市では、市民の皆さんに土や自然に触れながら、収穫の喜
びを味わい、農業の大切さや都市農業への理解を深めてもら
うため、ふるさと農園を開設しています。

〈農園名・面積等〉下表
〈対象〉各農園に、徒歩または自転車で行ける距離に住んでい
る市内在住の人

〈申込み〉2月9日㈫（必着）までに、往復ハガキに住所、氏名、電話番号、
希望農園名を書いて同課（〒273-8501※住所不要）へ※申し込みはハガキ
1通につき1世帯1区画。多数は抽選。2月下旬に利用者説明会を実施予定

農園名（所在地） 面積 利用料
（年） 募集数 利用期限

新大穴（大穴北3-44街区） 30㎡ ~ 9000円~ 120
33年1月末前貝塚（前貝塚町180ほか） 24㎡ ~ 7200円~ 72

東船橋（東船橋3-23街区） 16㎡ ~ 5600円~ 56
三咲（三咲6-24街区） 27㎡ ~ 8100円~ 11 31年1月末
松が丘（大穴南3-43街区） 18㎡ ~ 5400円~

各
数区画

32年1月末飯山満町（飯山満町2-690-7番地ほか）15㎡ ~ 5200円~
二和西（二和西6-24街区） 24㎡ ~ 7200円~ 31年1月末
旭町（前貝塚町344番地ほか） 20㎡ ~ 7000円~ 30年1月末
坪井（坪井東6-17番街区） 〃 〃 29年1月末

家庭菜園を始めてみませんか
ふるさと農園の利用者を募集 　

市
で
は
、
視
覚
に
障
害
が
あ
り

「
広
報
ふ
な
ば
し
」を
読
む
こ
と
が
困

難
な
人
の
た
め
に
、
記
事
を
テ
ー
プ

や
CD
に
吹
き
込
み
、
音
声
で
伝
え
る

「
声
の
広
報
」を
作
成
し
、
送
付
し
て

い
ま
す
。
今
号
か
ら
、
さ
ら
に
多
く

の
人
へ「
声
の
広
報
」を
利
用
し
て
も

ら
う
た
め
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

聴
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。「
最

近
、
広
報
紙
の
文
字
が
読
み
づ
ら
く

な
っ
た
」「
誰
か
が
読
ん
で
く
れ
れ
ば

助
か
る
の
に
…
」と
い
う
人
は
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▪「
声
の
広
報
」は
録
音
時
間
の
都
合

に
よ
り
、
重
要
度
の
高
い
記
事
や
視

覚
障
害
者
向
け
等
の
情
報
を
優
先
し

て
収
録
し
、
一
部
の
記
事
を
省
略
し

て
い
ま
す
。

▪
視
覚
に
障
害
が
あ
る
人
に
、「
声
の

広
報（
テ
ー
プ
・
CD
）」や「
点
字
広
報
」

を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
希
望
す
る

人
は
広
報
課
☎

436
・
2
0
1
2
へ
。

問
広
報
課
☎

436
・
2
0
1
2

▲音声の吹き込みはボランティアグループ「ふ
なばし声の広報連絡会」の皆さんの全面的な
協力で行われています

「
最
近
、『
広
報
ふ
な
ば
し
』の
文
字
が
見
え
づ
ら
い
な
…
」と
い
う
人
へ

「
声
の
広
報
」が
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

聴
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す


